
 

業掲示第１０８号 

公     告 

 

 

 

 

 

下記のとおり通関業の許可が消滅したので、通関業法第１０条第２項の規定に

より公告する。 

 

 

記 

 

 

１ 通関業者の名称  株式会社ブリッジ 

及び所在地    山口県下関市大和町１丁目１６番１号 

 

２ 営業所の名称   本社 

及び所在地    山口県下関市大和町１丁目１６番１号 

 

３ 消滅理由     通関業の廃止 

 

４ 消滅年月日    令和８年５月３１日 

 

 

 

 

 

令和８年６月１日 

             門司税関長 弓削 州司 

 

 

 


